
社会福祉法人本巣市社会福祉協議会 生活困窮者小口資金貸付事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人本巣市社会福祉協議会（以下「本会」という。）

が、生活困窮者世帯に対し、一時的な緊急事態の際に小口資金を貸付、その世

帯の経済的自立と生活意欲の助長を図り、早期困窮状態からの脱却と生活の

安定を営めることを目的とする。 

 

（貸付対象者） 

第２条 貸付を受けようとする者（以下「借入申込者」という。）は、本巣市内

に在住し、他機関からの融資を受けることが困難な世帯とする。 

 

（資金使途） 

第３条 資金の使途は、次の各号に定めるので、生活の安定を図るために必要な

資金とする。 

(1) 電気、ガス、水道等、生活維持及び復旧にかかる費用 

(2)  求職活動及び就業にかかる費用 

(3) その他会長が必要と認める費用 

 

（貸付の限度額） 

第４条 貸付の基準は、１世帯あたり２０，０００円を限度とする。ただし、そ

のうち第３条(2)にかかる費用は１０，０００円を限度とする。 

 

（借入の申込み） 

第５条 借入申込者は、小口資金借入申込書（様式第１号）を提出しなければな

らない。その際、身分の証明できるもの（被保険者証または運転免許証の写し

等）を添付しなければならない。 

 

（貸付の決定） 

第６条 本会会長（以下「会長」という。）は、前条の申込みについて速やかに

その適否を審査し、小口資金貸付承認・不承認決定通知書（様式第２号）によ

り借入申込者に通知するものとする。 

 

（借用書の提出） 

第７条 前条の通知書により貸付承認を受けた借入申込者は、小口資金借用書

（様式第３号）を会長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。 



 

（返済） 

第８条 小口資金借用書に記載した返済計画に基づき返済しなければならない。 

２ 借入申込者は、貸付の交付を受けた日から６ヶ月以内に返済を完了しなけ

ればならない。 

３ やむを得ない理由により６ヶ月以内に返済できない場合には、速やかにそ

の旨を本会に連絡し再度返済計画を立てるものとする。 

 

（返済猶予） 

第９条 貸付金の返済の猶予を受けようとする者は、小口資金返済猶予申請書

（様式第４号）を提出し、会長において審査し決定する。 

 

（氏名・住所変更） 

第１０条 貸付を受けた者が氏名・住所を変更した場合には、氏名・住所変更届

（様式第５号）を会長に提出するものとする。 

 

（利子） 

第１１条 この貸付金は、無利子とする。 

 

（帳簿の整理） 

第１２条 本会は、小口資金貸付に関し小口資金貸付台帳（様式第６号）を備え、

常に業務執行の状況を明確にしなければならない。 

 

（回収不能時の処理） 

第１３条 貸付資金の回収期限を５年とし、以下の事由により回収不能になっ

た場合は、会長の決裁を得て処理する。 

(1) 借受人が死亡し、相続人が債務を放棄した時 

(2) 借受人の生死が５年以上不明な場合 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、小口資金貸付に関し必要な事項は会

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

小口資金借入申込書 

借入申込金額                  円 

申 込 理 由  

資金使途明細 

□ 生活維持及び復旧にかかる費用 

・ライフライン復旧（電気、ガス、水道）      円 

・通信費（電話代、その他）            円 

・燃料費（灯油、ガソリン代）           円 

・その他（          ） 

               ○Ａ小計       円 

□ 求職活動及び就業にかかる費用 

・交通費（バス、電車、その他）          円 

・健康保険被保険者証               円 

・診断書                     円 

・住民票                     円 

・その他（          ） 

               ○Ｂ小計       円 

合計（○Ａ＋○Ｂ）          円 

返 済 方 法 
□ 一  括 

□ 分  割         円 ×    回払い   

返 済 期 間 平成  年  月 ～ 平成  年  月 

上記のとおり借用したいので申し込みます。 

平成  年  月  日 

 

社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会長 様 

 

申 込 者  住 所  本巣市         

 

 氏 名            ○印  

 

                   連絡先              



（ 裏  面 ） 

借 用 者 個 人 返 済 確 認 台 帳 

借 入 金 額                  円 

返 済 計 画 
□ 一  括 

□ 分  割         円×    回払い 

返 済 期 間 平成  年  月 ～ 平成  年  月 

回 数 返 済 月 日 返 済 額 領 収 印 

１ ／ 
               

円 
 

２ ／ 
               

円 
 

３ ／ 
               

円 
 

４ ／ 
               

円 
 

５ ／ 
               

円 
 

６ ／ 
               

円 
 

 



様式第２号（第６条関係） 

平成  年  月  日 

 

          様 

 

社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会 

会 長         ○印  

 

小口資金貸付 承認・不承 認通知書 

 

平成  年  月  日付けで申請のあった小口資金貸付について、下記の

とおり決定したので通知します。 

 

記 

 

決 定 区 分 承   認  ・  不 承 認 

貸付決定金額                      円 

貸 付 期 日 借用書を提出した日（平成  年  月  日） 

返 済 方 法 
□ 一  括 

□ 分  割         円 ×    回払い 

返 済 期 間 平成  年  月 ～ 平成  年  月 

貸 付 利 率 無  利  子 

不承認の理由  



様式第３号（第７条関係） 

 

小口資金借用書 

借 入 金 額                    円 

返 済 計 画 
□ 一  括 

□ 分  割         円 ×    回払い 

返 済 期 間 平成  年  月 ～ 平成  年  月 

利   率 無  利  子 

 

上記のとおり借用しました。つきましては、貴会の指示に従って相違なく返

済する事を誓います。 

 

平成  年  月  日 

 

社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会長 様 

 

借 受 人  住 所  本巣市         

 

  氏 名            ○印  

 

                   連絡先              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

平成  年  月  日 

 

社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会長 様 

 

借 用 者  住 所  本巣市         

 

 氏 名            ○印  

 

                   連絡先              

 

小口資金返済猶予申請書 

申 請 理 由  

変 更 前 

借入金額                    円 

□ 一  括 

□ 分  割         円 ×    回払い 

返済期間   平成  年  月 ～ 平成  年  月 

変 更 後 

借入残高                    円 

□ 一  括 

□ 分  割         円 ×    回払い 

返済期間   平成  年  月 ～ 平成  年  月 

支払猶予の根拠  

 

担当者の意見 

 

 

担当者名          ○印  



様式第５号（第１０条関係） 

平成  年  月  日 

 

社会福祉法人 本巣市社会福祉協議会長 様 

 

借 用 者  氏 名            ○印  

 

氏名・住所変更届 

  

小口資金を借用中のところ下記のとおり変更いたしましたのでお届けします。 

変 更 内 容 

□ 改姓又は改名（理由：              ） 

 

□ 住所変更（理由：                ） 

借 受 人 氏 名 

変更前氏名  

変更後氏名 
 

借 受 人 住 所 

連 絡 先 

変更前住所  

連 絡 先 
 

変更後住所  

連 絡 先  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１２条関係） 

緊急小口資金貸出台帳 

№ 受付日 氏  名 住  所 電話番号 貸付金額（円） 返済予定日 返済確認 

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 ／     ／  

 


